
2020 年 11 月 5日  

日本原子力発電株式会社  

東海第二発電所 工事計画認可申請書における記載の適正化について 

１．主旨 

東海第二発電所の使用前検査の準備作業において，平成 30年 10 月 18 日付けで認可された東海第

二発電所工事計画認可申請書の要目表「（7.1.2）非常用ガス処理系 ル 主配管の名称，最高使用圧

力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料」の一部に使用する材料の記載に適正化が必要であることが

判明した。これを踏まえ，本申請書の申請範囲における記載について確認した結果，計 7件の記載の

適正化が必要な個所を確認した。 

あわせて，同等の新 JIS 材への取替えが必要となるものについても適正化を行う。 

適正化が必要となる工事計画認可申請書の変更内容及び手続きについて，以下に示す。 

２．工事計画認可申請書の変更内容，手続き 

(1) 変更内容，手続き概要  

以下の発電用原子炉施設に関する工事計画（要目表）の記載事項変更のため，法第四十三条の三

の九第六項に基づく工事計画軽微変更届出を行う。 

（設計及び工事の計画の認可） 

第四十三条の三の九 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又

は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしよう

とする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び

工事の方法その他の工事の計画（以下この節において「設計及び工事の計画」という。）について原子力規制委員会の

認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常

の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 

２ 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則

で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則

で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 

（中略） 

６ 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定め

る軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原

子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

なお，当該事項に係る工事計画（要目表）の記載事項の変更に伴う添付書類の記載事項の変更も

併せて行うものとする。 

【工事計画（要目表）の記載事項の変更に係る発電用原子炉施設の種類】 

原子炉冷却系統施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

放射線管理施設 

原子炉格納施設 

その他発電用原子炉の附属施設 

・非常用電源設備 

(2) 手続き時期：令和 2年 11月上旬 

３．適正化の内容 

適正化を行う設備の概要及び適正化箇所を添付－１に，申請書評価内容，他関連図書への影響につ

いて確認した結果を添付－２に示す。 

7 件について，いずれも工事計画認可申請書における設計方針，評価結果に影響を与えるものでは

なく（名称の変更等），設置許可との整合性についても問題ないことを確認した。 

また，他図書，他記載箇所の記述内容を確認したところ，当該箇所のみの適正化であり，申請書の

評価内容，他関連図書へ影響を及ぼすことがないことを確認した。 
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４．まとめ 

以上のことから，今後，軽微届出の準備が整い次第，手続きを実施する。 

なお，当社ではこれまでの作成経験を踏まえた品質マネジメントシステム文書に基づき，許認可申

請書の作成・チェックのための体制・要員，方法・手順を明確にし，作成プロセスの各段階における

チェックを実施することで，許認可申請書の品質を確保するよう取り組んできたが，今般の記載適正

化を踏まえ，図書間の記載の整合確認，記載・注記の妥当性確認，工認作成要領への記載反映等のチ

ェック要領の改善を行い，更なる品質向上に取り組んでいく。

以 上 

添付－１ 東海第二発電所 工事計画認可申請書の変更概要 

添付－２ 東海第二発電所 工事計画認可申請書記載内容変更一覧表 

別 紙 東海第二発電所 工事計画認可申請書のチェック要領の改善 

参考資料 東海第二発電所 工事計画軽微変更届出の根拠について 
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添付－１ 

東海第二発電所 工事計画認可申請書の変更概要について 

1．【記載漏れ等の変更】 

理由 内容 変更箇所 

記載 

適正化

1. 残留熱除去系主要弁の要目表における系統名称の適正化

2. 残留熱除去系海水系主配管の要目表における材料等の記載順序の適正化

3. 固体廃棄物貯蔵系使用済粉末樹脂貯蔵タンクの要目表における設備区分の適正化

4. 主排気筒放射線モニタ及び非常用ガス処理系排気筒放射線モニタの要目表における設置床の建屋名称の適正化

5. 非常用ガス再循環系主配管の要目表における注釈の適正化

6. 非常用ガス処理系主配管及び伸縮継手の要目表における材料及び注釈の適正化

7. 非常用ディーゼル発電装置及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置の要目表における注釈の適正化

要目表 

・添付図面（主配管の配

置を明示した図面） 

2．【JIS 規格の呼称変更】 

理由 内容 変更箇所 

記載 

適正化

1. 高圧及び低圧炉心スプレイ系主配管の要目表における新 JIS材料の適正化

2．原子炉隔離時冷却系主配管の要目表における新 JIS 材料の適正化 

3．補給水系主配管の要目表における新 JIS 材料の適正化 

要目表 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-1.【要目表 (5.1)残留熱除去系 (7) 主要弁の名称，種類，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，駆動方法，個数及び取付箇所】

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（名称（既設弁）の適

正化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-2.【要目表 (8.3)残留熱除去系海水系 (9) 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（名称（記載順序）の

適正化） 

5

41046
長方形



東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後比較表 

1-2(1) 【添付書類】Ⅴ-6 図面 原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（残留熱除去系海水系）に係る主配管の配置を明示した図面(3/5)（第4-6-1-3 図） 

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更後 変更理由 

記載の適正化 

（材料記載の適正

化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-3.【要目表 放射性廃棄物の廃棄施設 1.1 固体廃棄物貯蔵系 (2) 容器の名称，種類，容量，最高使用圧力，主要寸法，材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法】

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（名称（施設区分）

の適正化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-4-1.【要目表 放射線管理施設 1 放射線管理用計測装置 (1) ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称，

検出器の種類，計測範囲，取付箇所（常設及び可搬型の別を記載し，監視・記録の場所を付記すること。）及び個数】

既申請版（2018/10/18 認可）（変更前） 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（名称（建屋名）の

適正化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-4-2.【要目表 放射線管理施設 1 放射線管理用計測装置 (1) ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称，

検出器の種類，計測範囲，取付箇所（常設及び可搬型の別を記載し，監視・記録の場所を付記すること。）及び個数】

既申請版（2018/10/18 認可）（変更前） 変更版 変更理由 

記載の適正化 

(建屋名の適正化) 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-5.【要目表 (7.1.1)非常用ガス再循環系 ル 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（名称（注釈）の適

正化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-6.【要目表 (7.1.2)非常用ガス処理系 ル 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】 

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（名称（既設材料）

の適正化） 

記載の適正化 

（名称（注釈）の適

正化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後比較表 

1-6(1) 【添付書類】Ⅴ-6 図面 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備 

（原子炉建屋ガス処理系 非常用ガス処理系）に係る主配管の配置を明示した図面（第8-3-5-2-2 図） 

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更後 変更理由 

記載の適正化 

（材料記載の適正

化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-7-1.【要目表 (2.1)非常用ディーゼル発電装置 (4) 燃料設備に係る次の事項 ニ 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】 

既申請版（2018/10/18 認可）（変更前） 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（名称（注釈）の適

正化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後 3連比較表 

1-7-2.【要目表 (2.2)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電装置 (4) 燃料設備に係る次の事項 ニ 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】 

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（名称（注釈）の適

正化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後比較表（新 JIS） 

2-1-1.【要目表 (6.1) 高圧炉心スプレイ系 (7) 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】 

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（新 JIS 材料の追記）
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2-1-2.【要目表 （6.2 低圧炉心スプレイ系 (7) 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】 

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（新 JIS 材料の追記）
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後比較表（新 JIS） 

2-2-1．【要目表 (7.1)原子炉隔離時冷却系 (5) 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】 

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（新 JIS 材料の追記）
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2-2-2.【要目表 (7.1)原子炉隔離時冷却系 (5) 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】 

既申請版（2018/10/18 認可）(変更前) 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（新 JIS 材料の追記）
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東海第二発電所 工事計画認可申請書 変更前後比較表（新 JIS） 

2-3．【要目表 (7.2)補給水系 (5) 主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料】 

既申請版（2018/10/18 認可）（変更前） 変更版 変更理由 

記載の適正化 

（新 JIS 材料を記

載） 

19



東海第二発電所　工事計画認可申請書記載内容変更一覧表 添付ー２

対象図書 該当ページ 影響説明
影響評価等への

影響の有無
設置許可との整合性

1
残留熱除去系主
要弁

要目表において、取付箇所の系統名で「E12-F041C」と記載すべきと
ころ「E12-F041A」と記載しているため記載を適正化する。
要目表の当該弁の系統名は「残留熱除去系C」と記載されており、当
該系統の弁はC系統であることが自明であり、また名称のみの変更で
あることから、記載の適正化に該当する。

要目表
NT2 補① ⅡR1
P3-64

　工事計画記載事項のうち、要目表については、残留熱除去系の「名称」「種類」「最高使用圧
力」「最高使用温度」「主要寸法」「材料」「駆動方法」「個数」「取付箇所」について記載し
ているが、今回、「取付箇所の系統名」について、適正化のため記載の変更が必要である。基本
設計方針については、残留熱除去系における設計や機能について記載しているが、設計内容に変
更がないことから記載の変更は不要である。また、適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に
係る品質管理の方法等については、使用する適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品
質管理の方法等は変わらないため記載の変更は不要である。以上から、要目表以外の工事計画の
記載事項についての変更はなく、発電用原子炉の設置の許可との整合性についても問題ない。
　添付書類は、全て記載の変更が不要であり、評価結果に影響はない。
　上記のとおり、工認本文及び添付書類において、当該弁は「E12-F041C」と記載されており、
影響はない。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の
適正化箇所は、工事の計画における詳細
設計を記載しているものであり、発電用
原子炉設置変更許可申請書に記載はな
く、記載している内容に影響するもので
はないことから、発電用原子炉の設置の
許可との整合性に問題はない。

要目表
NT2　補①　Ⅱ
R1　P3-221

主配管の配置を
明示した図面

第4-6-1-3図

3

固体廃棄物貯蔵
系（使用済粉末
樹脂貯蔵タン
ク）

要目表において、施設区分を変更したことから注釈に「*3：処理設備
から貯蔵設備に変更のため」と記載すべきところ、「*1：本設備は既
存の設備である」との注釈のみとしているため記載を適正化する。
既工認において、当該タンクは固体廃棄物処理系として記載されてい
ることから、固体廃棄物貯蔵系への変更に伴う注記の追加は、仕様の
変更ではなく名称の変更のみであり、記載の適正化に該当する。

要目表
NT2　補②　Ⅱ
R0　P5-5

  要目表の施設区分記載について、「*3：処理設備から貯蔵設備に変更のため」記載適正化に伴
い、記載の変更が必要になるが、説明内容及び評価結果に影響はない。また、その他資料にも影
響はなく、記載の変更は不要である。
 工認本文において、当該タンクは固体廃棄物貯蔵系と記載されており、影響はない。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の
適正化箇所は、施設区分の記載を明確に
するものであり、発電用原子炉設置許可
申請書に記載している内容に影響するも
のではないことから、発電用原子炉の設
置の許可との整合性に問題はない。

4

主排気筒放射線
モニタ及び非常
用ガス処理系排
気筒放射線モニ
タ

要目表において、変更後の設置床は、当初設定していた「スタック建
屋」の名称が「排気筒モニタ室」へ変更となり、未反映であったため
記載を適正化する。
工認の他資料に「スタック建屋」の記載はなく、当該モニタ等を設置
する場所は「排気筒モニタ室」となっており、また名称のみの変更で
あることから、記載の適正化に該当する。

要目表
NT2　補②　Ⅱ
R1　P6-7，P6-9

　工事計画記載事項のうち、要目表については、「検出器の種類」、「計測範囲」、「警報動作
範囲」、「取付箇所」、「個数」の記載があるが、その内、「取付箇所」の「設置床」の建屋名
称の適正化のための記載の変更が必要である。基本設計方針については、当該設備の機能につい
ての記載があるが、設計内容に変更がないことから記載の変更は不要である。また、適用基準及
び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等については、使用する適用基準及び適用
規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等は変わらないため記載の変更は不要である。以
上から、要目表以外の工事計画の記載事項に変更はなく、発電用原子炉の設置の許可との整合性
についても問題はない。
　添付書類に影響はなく、記載の変更は不要である。
　上記のとおり、工認本文、添付書類において当該取付け箇所は「排気筒モニタ室」と記載され
ており、影響はない。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の
適正化箇所は、工事の計画における詳細
設計を記載しているものであり、発電用
原子炉設置変更許可申請書に記載はな
く、記載している内容に影響するもので
はないことから、発電用原子炉の設置の
許可との整合性に問題はない。

5
非常用ガス再循
環系主配管

要目表において、「原子炉建屋空気取入口弁～非常用ガス再循環系
フィルタトレイン」の変更後のSM400Cは直管であることから*4を削除
すべきところ、類似の記載を複写したことから記載しているため記載
を適正化する。
添付図面第8-3-5-1-1図「主配管の配置を明示した図面」において、
当該配管は直管であることが明示されていることから、仕様の変更で
はなく名称の変更のみであり、記載の適正化に該当する。

要目表
NT2　補①　Ⅱ
R0　P.7-118

　工事計画記載事項のうち、要目表については、非常用ガス処理系主配管の「名称」「最高使用
圧力」「最高使用温度」「外径」「厚さ及び材料」について記載しているが、今回、「厚さ」に
ついて、適正化のため記載の変更が必要である。基本設計方針については、原子炉建屋ガス処理
系における設計や機能について記載しているが、設計内容に変更がないことから記載の変更は不
要である。また、適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等について
は、使用する適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等は変わらないた
め記載の変更は不要である。以上から、要目表以外の工事計画の記載事項についての変更はな
く、発電用原子炉の設置の許可との整合性についても問題ない。
　添付書類は、全て記載の変更が不要であり、評価結果に影響はない。
　他資料においても当該部は直管部であることから、影響はない。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の
適正化箇所は、工事の計画における詳細
設計を記載しているものであり、発電用
原子炉設置変更許可申請書に記載はな
く、記載している内容に影響するもので
はないことから、発電用原子炉の設置の
許可との整合性に問題はない。

2
残留熱除去系海
水系主配管

　工事計画記載事項のうち、要目表については、残留熱除去系海水系主配管の「名称」「最高使
用圧力」「最高使用温度」「外径」「厚さ及び材料」について記載しているが、今回、変更後の
仕様について記載順序の適正化が必要である。基本設計方針については、残留熱除去系海水系に
おける設計や機能について記載しているが、設計内容に変更がないことから記載の変更は不要で
ある。また、適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等については、使
用する適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等は変わらないため記載
の変更は不要である。
　添付書類の内、主配管の配置を明示した図面の材料の記載内容に変更が生じるが、評価結果に
影響はなく、発電用原子炉の設置の許可との整合性についても問題ない。
　他資料においてもエルボ（STPT410 ）の下流に直管部（SGV410）との順番であることから、影
響はない。なお、管の要目表において、上流側から記載することは、工認補足説明資料補足-1
「工事計画認可申請書における本文及び添付書類の作成要領」に基づく、社内ルールによるもの
である。

本軽微変更届出における要目表の記載の
適正化箇所は、工事の計画における詳細
設計を記載しているものであり、発電用
原子炉設置変更許可申請書に記載はな
く、記載している内容に影響するもので
はないことから、発電用原子炉の設置の
許可との整合性に問題はない。

無

要目表において、「B系緊急用海水系配管合流点～残留熱除去系熱交
換器B」の変更後の仕様をSTPT410（エルボ）、SGV410（直管）の順に
記載すべきところ、系統の流れ方向を見誤ったことから、順序を逆に
しているため記載を適正化する。
工認ヒアリング時のエビデンス資料では、当該箇所について明確な材
料の図示は無いが、エルボ（STPT410）が上流にあり、その下流に直
管（SGV410）が設置されることが読み取れることから、仕様の変更で
はなく、記載順の変更のみであり記載の適正化に該当する。

1．記載漏れ等の変更

No. 対象設備 誤記内容
図書影響範囲
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東海第二発電所　工事計画認可申請書記載内容変更一覧表 添付ー２

対象図書 該当ページ 影響説明
影響評価等への

影響の有無
設置許可との整合性

No. 対象設備 誤記内容
図書影響範囲

要目表
NT2　補①　Ⅱ
R0　P.7-125

主配管の配置を
明示した図面

第8-3-5-2-2図

要目表において、「非常用ガス処理系分岐点～非常用ガス処理系フィ
ルタトレイン」の変更後にSTPT410（直管、エルボ）の厚さ「11.1」
に公称値を示す注記*1を記載すべきところ記載がない。
また、短管側の圧力･温度には伸縮継手側に示す注記*7を記載すべき
ところ、記載していないため記載を適正化する。
添付図面8-3-5-2-4「系統図」において、当該部位は重大事故等対処
設備の申請範囲として示されており、第8-3-5-2-1図「主配管の配置
を明示した図面」において、当該部位は特記がなく記載された配管厚
さは公称値を示すことから、仕様の変更ではなく記載の適正化に該当
する。

要目表
NT2　補①　Ⅱ
R0　P.7-125

非常用ディーゼ
ル発電装置

要目表において、変更後の外径の＊2の記載を削除すべきところ、同
様の様式を使用したことから記載しているため記載を適正化する。
既存の設備を示す*2は、名称に注記していることから、名称の変更の
みであり、記載の適正化に該当する。

要目表
NT2　補②　Ⅱ
R3　P8-15

高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル
発電装置

要目表において、変更後の外径の＊2の記載を削除すべきところ、同
様の様式を使用したことから記載しているため記載を適正化する。
既存の設備を示す*2は、名称に注記していることから、名称の変更の
みであり、記載の適正化に該当する。

要目表
NT2　補②　Ⅱ
R3　P8-39

本軽微変更届出における要目表の記載の
適正化箇所は、工事の計画における詳細
設計を記載しているものであり、発電用
原子炉設置変更許可申請書に記載はな
く、記載している内容に影響するもので
はないことから、発電用原子炉の設置の
許可との整合性に問題はない。

7

　工事計画記載事項のうち、要目表については、非常用ディーゼル及び高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電装置燃料油系主配管の項目欄の外径に注釈＊2にて既存の設備である旨記載され
ているが、今回、一部新規の設備もあること及び注記＊2は別途、配管名称毎に記載されている
ことより不要となる。また、外径への注釈は公称値を示す＊1が適切であることから、適正化の
ため記載の変更が必要である。基本設計方針については、設計内容は変わらないことから記載の
変更は不要である。また、適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等に
ついては、使用する適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等は変わら
ないため記載の変更は不要である。以上から、要目表以外の工事計画の記載事項についての変更
はなく、発電用原子炉の設置の許可との整合性についても問題ない。
　添付書類の内、発電用火力設備の技術基準による強度に関する説明書の発電用火力設備の技術
基準による強度評価書については、外径について公称値である旨の注釈が付いているため記載の
適正化は不要であり、評価結果にも影響はない。また、その他資料にも影響はなく、記載の変更
は不要である。
　他要目表において、外径に＊が注記されているのは、「公称値を示す」場合のみであり、影響
はない。

無

6
非常用ガス処理
系主配管及び伸
縮継手

　工事計画記載事項のうち、要目表については、非常用ガス処理系主配管及び伸縮継手の「名
称」「最高使用圧力」「最高使用温度」「外径」「厚さ及び材料」について記載しているが、今
回、「材料」について、適正化のため記載の変更が必要である。基本設計方針については、原子
炉建屋ガス処理系における設計や機能について記載しているが、設計内容に変更がないことから
記載の変更は不要である。また、適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方
法等については、使用する適用基準及び適用規格並びに設計及び工事に係る品質管理の方法等は
変わらないため記載の変更は不要である。以上から、要目表以外の工事計画の記載事項について
の変更はなく、発電用原子炉の設置の許可との整合性についても問題ない。
　添付書類の内、主配管の配置を明示した図面の材料の記載内容に変更が生じるが、評価結果に
影響はない。
　他資料においても左記上欄の当該部はSM400Bを使用していること、下欄のエルボ部の厚さは公
称値であること及び短管部は重大事故時の値であることから、影響はない。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の
適正化箇所は、工事の計画における詳細
設計を記載しているものであり、発電用
原子炉設置変更許可申請書に記載はな
く、記載している内容に影響するもので
はないことから、発電用原子炉の設置の
許可との整合性に問題はない。

 要目表において、「非常用ガス処理系フィルタトレイン出口管合流
点～非常用ガス処理系排気筒接続部」の変更後は変更前の材質SM400B
も残存するため「変更なし」と記載すべきところ、改造範囲を見誤っ
たことから記載していないため記載を適正化する。
工認ヒアリング時のエビデンス資料では、当該箇所についてSM400Bで
あることが示されており、添付図面第8-3-5-2-2図「主配管の配置を
明示した図面」において、当該配管はSM400Bであることが明示されて
いる。また、既工認の添付書類では当該部はSM41Bであり、同等の新
JIS材であるSM400Bに取替えているため同材が現存していることか
ら、仕様の変更ではなく記載の適正化に該当する。
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東海第二発電所　工事計画認可申請書記載内容変更一覧表 添付ー２

対象図書 該当ページ 影響説明
影響評価等への

影響の有無
設置許可との整合性

高圧炉心スプレイ系
主配管

　要目表において、「サプレッション・
チェンバ～高圧炉心スプレイ系ポンプ吸込
管分岐点」の変更前仕様のSM41Bの直管、
エルボについて、F015弁取替えに伴い、同
等の新JIS材「SM400B」を使用することか
ら記載を適正化する。

要目表 NT2 補① ⅡR1 P3-111

　工事計画記載事項のうち、要目表については、残留熱除去系海水系主配管の「名称」「最
高使用圧力」「最高使用温度」「外径」「厚さ及び材料」について記載しているが、今回の
変更は、「材料」においてJIS規格等の呼称変更によるものであり、変更前の設備状況とし
て記載の適正化が必要である。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の適正
化箇所は、工事の計画における詳細設計を記
載しているものであり、発電用原子炉設置変
更許可申請書に記載はなく、記載している内
容に影響するものではないことから、発電用
原子炉の設置の許可との整合性に問題はな
い。

低圧炉心スプレイ系
主配管

　要目表において、「低圧代替注水系低圧
炉心スプレイ系配管合流点～弁E21-F005」
の変更前仕様のSTPT49のレジューサについ
て、F005弁取替えに伴い、同等の新JIS材
「STPT480」を使用することから記載を適
正化する。

要目表 NT2 補① ⅡR2　P3-121

　工事計画記載事項のうち、要目表については、残留熱除去系海水系主配管の「名称」「最
高使用圧力」「最高使用温度」「外径」「厚さ及び材料」について記載しているが、今回の
変更は、「材料」においてJIS規格等の呼称変更によるものであり、変更前の設備状況とし
て記載の適正化が必要である。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の適正
化箇所は、工事の計画における詳細設計を記
載しているものであり、発電用原子炉設置変
更許可申請書に記載はなく、記載している内
容に影響するものではないことから、発電用
原子炉の設置の許可との整合性に問題はな
い。

　要目表において、「弁E51-F064～原子炉
隔離時冷却系タービン入口蒸気管分岐点」
の変更前仕様のSTPT49の直管、エルボにつ
いて、F064弁取替えに伴い、同等の新JIS
材「STPT480」を使用することから記載を
適正化する。

要目表 NT2 補① Ⅱ R2 P3-191

　工事計画記載事項のうち、要目表については、残留熱除去系海水系主配管の「名称」「最
高使用圧力」「最高使用温度」「外径」「厚さ及び材料」について記載しているが、今回の
変更は、「材料」においてJIS規格等の呼称変更によるものであり、変更前の設備状況とし
て記載の適正化が必要である。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の適正
化箇所は、工事の計画における詳細設計を記
載しているものであり、発電用原子炉設置変
更許可申請書に記載はなく、記載している内
容に影響するものではないことから、発電用
原子炉の設置の許可との整合性に問題はな
い。

要目表において、「原子炉隔離時冷却系
タービン入口蒸気管分岐点～弁E51-F045」
の変更前仕様のSTPT42の直管について、弁
追設に伴い、同等の新JIS材「STPT410」を
使用することから記載を適正化する。

要目表 NT2 補① Ⅱ R2 P3-192

　工事計画記載事項のうち、要目表については、残留熱除去系海水系主配管の「名称」「最
高使用圧力」「最高使用温度」「外径」「厚さ及び材料」について記載しているが、今回の
変更は、「材料」においてJIS規格等の呼称変更によるものであり、変更前の設備状況とし
て記載の適正化が必要である。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の適正
化箇所は、工事の計画における詳細設計を記
載しているものであり、発電用原子炉設置変
更許可申請書に記載はなく、記載している内
容に影響するものではないことから、発電用
原子炉の設置の許可との整合性に問題はな
い。

3 補給水系主配管

　要目表において、「復水貯蔵タンク～弁
E22-F001及び弁E51-F010」の変更前仕様の
SM41Bの直管について、F001弁取替えに伴
い、同等の新JIS材「SM400B」を使用する
ことから記載を適正化する。

要目表 NT2 補① ⅡR2　P3-200

　工事計画記載事項のうち、要目表については、残留熱除去系海水系主配管の「名称」「最
高使用圧力」「最高使用温度」「外径」「厚さ及び材料」について記載しているが、今回の
変更は、「材料」においてJIS規格等の呼称変更によるものであり、変更前の設備状況とし
て記載の適正化が必要である。

無

本軽微変更届出における要目表の記載の適正
化箇所は、工事の計画における詳細設計を記
載しているものであり、発電用原子炉設置変
更許可申請書に記載はなく、記載している内
容に影響するものではないことから、発電用
原子炉の設置の許可との整合性に問題はな
い。

1

2
原子炉隔離時冷却系

主配管

2．JIS規格の呼称変更

No. 対象設備 変更内容
図書影響範囲
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別 紙 

東海第二発電所 工事計画認可申請書のチェック要領の改善 

東海第二発電所工事計画認可申請書の記載適正化が必要となったことを受け，要因を分析し，申請書

作成・チェック要領の改善事項を整理した。 

(1) 要因 

今回の適正化が必要となった要因を分析し，次に示す３種類に整理した。 

①エビデンスとの突合せ確認不足 

工認資料はエビデンス（技術図書（図面）等）を基に，数値や材料等を確認して作成することとし

ており，今回の作成においても適切なエビデンス資料を用いて実施したが，図面との整合を確認す

る観点が明確でなかったため，使用している配管材料の順番を誤認したもの。また，使用されてい

る材料，あるいは材料が直管であることを見落としたもの。 

②記載・注記の整合確認不足 

工認資料作成時には，これまでの経験から誤記が生じやすいポイント等をまとめたチェックシート

を用いたチェックを実施しているが，チェックの観点として機器・設備名称や注記が適切であるこ

とについて，具体的なチェック項目がないことに起因したもの。 

③工認作成要領の記載不足 

工認資料の記載方法については，原子力規制委員会「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガ

イド」を基本とし，更に詳細に記載の統一を図るためのルールとして，補足説明資料「工事計画認

可申請書における本文及び添付書類の作成要領」に基づき作成しているが，これに定義されていな

かった記載が生じたため，記載が不十分となったもの。 

(2) 作成・チェック要領の改善事項 

原因分析の整理結果を基に，以下の改善事項を整理した。 

①図書間の記載の整合確認による記載確認 

チェックシートの項目にメーカからの技術図書（図面）等との整合性を確認する旨を追加・反映す

る。また，工認資料のうち要目表，設備リスト，設定値根拠に関する説明書，図面の四つの資料に

ついては共通の情報があるため，これらの資料間の整合を確認することをチェックシートに明記す

る。 

②記載・注記の整合性確認の注意喚起 

今回確認した不備（注記の記載，機器名称の確認等）にかかるチェック項目を追加・反映する。 

③工認作成要領への記載反映 

工認作成要領について施設区分変更時の記載方法を充実するとともに，チェックシートの項目に

「工認作成要領」との整合を確認する項目を追加・反映する。 

以上 
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